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○廿日市市火葬場設置及び管理条例 

昭和４２年１２月１５日 

条例第２８号 

〔注〕昭和６３年から改正経過を注記した。 

（趣旨） 

第１条　この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」

という。）第２４４条の２第１項の規定に基づき、廿日市市火葬場（以

下「火葬場」という。）の設置及び管理について必要な事項を定めるも

のとする。 

（一部改正〔平成１７年条例４３号・令和３年２号〕） 

（設置） 

第２条　本市は、火葬場を廿日市市宮内３９９３番地に設置し、その名称

は廿日市市火葬場霊峯苑とする。 

（全部改正〔令和４年条例１４号〕） 

（業務） 

第３条　火葬場においては、次に掲げる業務を行う。 

(1)　死体の火葬に関すること。 

(2)　手術肢体、胎盤及び産汚物類の焼却に関すること。 

(3)　死体の一時保管に関すること。 

(4)　小動物死体（犬、ねこ又はこれと同等大以下の動物の死体をいう。）

の火葬に関すること。 

（一部改正〔平成１５年条例２２号・１７年４３号・令和４年１

４号〕） 

（使用時間） 

第４条　火葬場の使用時間は、午前９時から午後５時までとする。 

２　市長は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を臨時に変更す

ることができる。 

（追加〔令和３年条例２号〕） 

（休場日） 
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第５条　火葬場の休場日は、１月１日及び１月２日とする。 

２　市長は、必要があると認めるときは、前項の休場日以外の日に火葬場

の全部若しくは一部を臨時に休場し、又は同項の休場日に火葬場の全部

若しくは一部を臨時に開場することができる。 

（追加〔令和３年条例２号〕） 

（使用許可） 

第６条　火葬場を使用しようとする者は、市長に申請して許可を受けなけ

ればならない。 

２　前項の火葬場の使用許可は、第３条各号における死亡者等事件本人（同

条第４号においては飼育者）が市の区域内に住所を有する場合に限り許

可するものとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、こ

の限りでない。 

（一部改正〔昭和６３年条例２４号・平成１１年２７号・１５年

２２号・１７年４３号・令和３年２号・４年１４号〕） 

（火葬場の使用順序） 

第７条　火葬場の使用は、ひつぎの到着順による。 

（一部改正〔令和３年条例２号〕） 

（死体の処理） 

第８条　使用者は、死体の火葬を市長に委託し、その遺骨は、市長の指定

する時刻までに処理しなければならない。 

２　使用者が、前項の指定時刻までに遺骨の処理をしないときは、市長が

これを処理することができる。この場合において、使用者又は遺族は、

異議を申し立てることができない。 

（一部改正〔昭和６３年条例２４号・令和３年２号〕） 

（使用料） 

第９条　第６条の規定により、使用の許可を受けたものは、別表に定める

使用料を前納しなければならない。 

２　既納の使用料は、市長において特別の理由があると認める場合のほか、

還付しない。 
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（一部改正〔平成９年条例６号・１７年４３号・令和３年２号〕） 

（使用料の減免） 

第１０条　市長は、貧困その他特別の理由により必要があると認める者に

対しては、使用料を減免することができる。 

（一部改正〔平成１１年条例２７号・１７年４３号・令和３年２

号〕） 

（指定管理者による管理等） 

第１１条　火葬場の管理は、法第２４４条の２第３項の規定により、法人

その他の団体であつて市長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）

に行わせることができる。 

２　第４条から第６条まで及び第８条の規定は、前項の規定により指定管

理者に火葬場の管理を行わせる場合について準用する。この場合におい

て、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右

欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 

（追加〔令和３年条例２号〕） 

（指定管理者の指定の申請） 

第１２条　指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるとこ

ろにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して市長

に提出しなければならない。 

（追加〔令和３年条例２号〕） 

（指定管理者の指定） 

 第４条第２項 市長 指定管理者

 認めるときは 認めるときは、あらかじめ市

長の承認を得て

 第５条第２項 市長 指定管理者

 認めるときは 認めるときは、あらかじめ市

長の承認を得て

 第６条 市長 指定管理者

 第８条 市長 指定管理者
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第１３条　市長は、前条の規定による申請があつたときは、次に掲げる基

準によつて申請の内容を総合的に審査し、当該申請に係る火葬場の指定

管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て当該指定管理者として指定

するものとする。 

(1)　事業計画書の内容が、火葬場の使用者の平等な使用を確保できるも

のであること。 

(2)　事業計画書の内容が、火葬場の効用を最大限に発揮させるとともに、

その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。 

(3)　事業計画書に沿つた管理を安定して行う物的能力及び人的能力を

有しているものであること。 

(4)　前３号に掲げるもののほか、火葬場の設置の目的を達成するために

十分な能力を有しているものであること。 

（追加〔令和３年条例２号〕） 

（指定管理者が行う業務） 

第１４条　指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(1)　第３条に掲げる業務 

(2)　火葬場の使用の許可に関する業務 

(3)　火葬場の施設及び設備の維持管理に関する業務 

(4)　前３号に掲げるもののほか、火葬場の運営に関して市長が必要と認

める業務 

（追加〔令和３年条例２号〕） 

（事業報告書の作成及び提出） 

第１５条　指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成

し、市長に提出しなければならない。 

（追加〔令和３年条例２号〕） 

（業務報告の聴取等） 

第１６条　市長は、火葬場の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、

定期に又は臨時に、その管理の業務及び経理の状況に関する報告を求め、

実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。 
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（追加〔令和３年条例２号〕） 

（指定の取消し等） 

第１７条　市長は、指定管理者が第１５条の規定に従わないとき、前条の

規定による報告をせず、調査を拒み、又は指示に従わないときその他指

定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続

することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間

を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

２　市は、前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業

務の全部若しくは一部の停止を命じたことによつて、指定管理者に損害

が生じることがあつても、これに対して賠償する義務を負わない。 

（追加〔令和３年条例２号〕） 

（委任） 

第１８条　この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

（一部改正〔令和３年条例２号〕） 

附　則 

１　この条例は、公布の日から施行する。 

２　廿日市町火葬場設置及び管理条例（昭和３１年条例第４６号）及び霊

柩車使用料条例（昭和３１年条例第４８号）は、廃止する。 

附　則（昭和４９年３月２０日条例第１１号） 

この条例は、昭和４９年４月１日から施行する。 

附　則（昭和６２年３月２０日条例第４号） 

１　この条例は、昭和６２年５月１日から施行する。 

２　この条例の施行の際、現に火葬場の使用の許可を受けている者に係る

使用料については、なお従前の例による。 

附　則（昭和６３年４月１日条例第２４号抄） 

（施行期日） 

第１条　この条例は、公布の日から施行する。 

附　則（平成元年３月２０日条例第５号抄） 
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１　この条例は、平成元年４月１日（以下「施行日」という。）から施行

する。 

２　この条例の施行の際現に（中略）霊峯苑（中略）の施設の利用の許可

を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。 

附　則（平成３年６月２６日条例第１９号） 

この条例は、平成３年１０月１日から施行する。 

附　則（平成５年１２月２２日条例第１９号） 

この条例は、平成６年４月１日から施行する。 

附　則（平成９年３月２４日条例第６号抄） 

１　この条例は、平成９年４月１日（以下「施行日」という。）から施行

する。（後略） 

附　則（平成１１年１２月２４日条例第２７号） 

この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

附　則（平成１５年２月１８日条例第２２号） 

１　この条例は、平成１５年３月１日から施行する。 

２　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に、旧吉和村火葬

場設置及び管理条例（昭和５２年吉和村条例第１７号。以下「旧吉和村

条例」という。）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、こ

の条例による改正後の廿日市市火葬場設置及び管理条例の規定によりな

された処分、手続その他の行為とみなす。 

３　施行日前に、旧吉和村条例の規定により許可された西浄苑の使用に係

る使用料については、第７条第１項の規定にかかわらず、旧吉和村条例

の例による。 

附　則（平成１７年１０月３日条例第４３号） 

この条例は、平成１７年１１月３日から施行する。 

附　則（平成１９年１２月２１日条例第３７号抄） 

１　この条例は、平成２０年４月１日から施行する。（後略） 

２　この条例による改正後の（中略）廿日市市火葬場設置及び管理条例別

表（中略）の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）
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以後に施設等の使用又は利用の許可を受ける者に係る使用料又は管理料

について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料又は管理

料については、なお従前の例による。 

附　則（平成２２年１２月２２日条例第１６号抄） 

１　この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

２　この条例による改正後の（中略）廿日市市火葬場設置及び管理条例別

表（中略）の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）

以後に施設等の使用の許可を受ける者に係る使用料について適用し、施

行日前に当該許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例に

よる。 

附　則（平成２５年１２月１８日条例第２９号抄） 

１　この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

２　この条例による改正後の廿日市市公民館条例別表第１、廿日市市火葬

場設置及び管理条例別表、廿日市市立学校施設使用条例別表、廿日市市

大野体育館等設置及び管理条例別表第１の規定は、この条例の施行の日

（以下「施行日」という。）以後に施設等の使用の許可を受ける者に係

る使用料について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料

については、なお従前の例による。 

附　則（平成３１年３月２５日条例第６号抄） 

（施行期日） 

１　この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この条例による改正後の廿日市市行政財産の使用料に関する条例別表

第１、廿日市市市民センター条例別表第１、廿日市市浅原中央活性化セ

ンター設置及び管理条例別表、廿日市市玖島ふれあいセンター設置及び

管理条例別表、廿日市市市民活動センター条例別表、廿日市市佐方会館

設置及び管理条例別表、廿日市市産業交流センター設置及び管理条例別

表、極楽寺山憩の森施設設置及び管理条例別表、廿日市市漁港管理条例

別表第１、廿日市市火葬場設置及び管理条例別表、廿日市市総合健康福
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祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市吉和福祉センター設置及び

管理条例別表、廿日市市大野福祉保健センター設置及び管理条例別表、

廿日市市宮島福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市保健福祉活

動センター設置及び管理条例別表、廿日市市保健福祉研修センター設置

及び管理条例別表、廿日市市地域保健センター設置及び管理条例別表、

廿日市市立学校施設使用条例別表、廿日市市社会体育施設設置及び管理

条例別表、廿日市市さいき文化センター設置及び管理条例別表、はつか

いち市民図書館設置及び管理条例別表の規定は、この条例の施行の日（以

下「施行日」という。）以後に施設等の使用の許可を受ける者に係る使

用料について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料につ

いては、なお従前の例による。 

附　則（令和３年３月１６日条例第２号） 

（施行期日） 

１　この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、

公布の日から施行する。 

（準備行為） 

２　この条例による改正後の廿日市市墓地設置及び管理条例及び廿日市市

火葬場設置及び管理条例の規定による指定管理者の指定及びこれに係る

手続その他この条例を施行するための準備行為は、この条例の施行の日

（以下「施行日」という。）前においても行うことができる。 

（経過措置） 

３　施行日前に、この条例の規定による改正前の廿日市市火葬場設置及び

管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の

規定による改正後の廿日市市火葬場設置及び管理条例の相当規定により

なされた処分、手続その他の行為とみなす。 

附　則（令和４年３月２４日条例第１４号） 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

別表（第９条関係） 
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（一部改正〔昭和６３年条例２４号・平成元年５号・３年１９号・

５年１９号・９年６号・１７年４３号・１９年３７号・２２年１

６号・２５年２９号・３１年６号・令和３年２号〕） 

火葬場使用料 

 区分 金額

 大人（１２歳以上） １ 体 に つ

き

１３，８００円

 小人（１２歳未満） 〃 １０，１００円

 死産児 〃 ６，０００円

 手術肢体、胎盤及び産汚物類 １ 個 に つ

き

２，４００円

 小動物死体 １ 体 に つ

き

１６，５００円

 死体の一時保管 １ 体 に つ

き ２ ４ 時

間 ま で ご

とに

１，９００円

 第 ６ 条 第

２ 項 た だ

し 書 に よ

る場合

大人（１２歳以上） １ 体 に つ

き

５７，０００円

 小人（１２歳未満） 〃 ４０，５００円

 死産児 〃 ２５，８００円

 手術肢体、胎盤及び産汚物類１ 個 に つ

き

９，９００円

 死体の一時保管 １ 体 に つ

き ２ ４ 時

間 ま で ご

とに

７，７００円


